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は
じ
め
に

　

徳
川
家
綱
が
四
代
将
軍
で
あ
っ
た
寛
文
・
延
宝
期
（
一
六
六
一
～

一
六
八
一
）
は
幕
藩
制
の
確
立
期
に
あ
た
る
時
期
と
さ
れ
、
幕
府
組
織
や

制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
時
代
で
あ
る（
１
）。

本
稿
で
と
り

あ
げ
る
大
工
頭
は
、
作
事
方
の
作
事
奉
行
の
も
と
で
諸
職
人
を
統
括
し
、

江
戸
城
諸
御
殿
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
の
建
築
工
事
を
掌
る
責
任
者
で
あ

る
。
幕
府
の
建
築
は
作
事
方
・
小
普
請
方
の
二
役
所
が
管
轄
し
、
大
工
頭

は
近
世
初
期
に
は
技
術
系
の
職
と
し
て
世
襲
さ
れ
、
江
戸
で
は
鈴
木
・
木

寛
文
・
延
宝
期
に
お
け
る
江
戸
の
大
工
頭

川
村
由
紀
子

原
・
片
山
家
、
京
都
で
は
中
井
家
の
四
家
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　

作
事
方
機
構
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
主
に
建
築
史
の
分
野
で

行
わ
れ
て
き
た（
２
）。

中
で
も
、
京
大
工
頭
中
井
家
に
つ
い
て
の
研
究
が
厚

い（
３
）。

し
か
し
、
江
戸
の
大
工
頭
に
関
す
る
も
の
は
わ
ず
か
で
、
田
辺
泰
氏

の
木
原
氏
に
関
す
る
論
考
が
唯
一
目
立
つ
も
の
で
あ
る（
４
）。
そ
の
後
の
研
究

で
は
、
作
事
方
組
織
内
で
大
工
頭
の
役
職
が
部
分
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
配
下
の
職
人
で
あ
る
大
棟
梁
の
活
躍
は
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
た
が
、
意
外
に
も
大
工
頭
を
対
象
と
し
た
論
考
は
管
見
の
限
り
見
当
た

ら
な
い
。

　

江
戸
の
大
工
頭
に
つ
い
て
は
未
解
明
部
分
が
多
く
残
さ
れ
、
近
世
前
期
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の
江
戸
の
大
工
頭
に
つ
い
て
事
例
を
あ
げ
て
実
態
に
迫
っ
た
論
考
は
殆
ど

な
く
、そ
の
研
究
は
さ
ほ
ど
進
展
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
原
因
は
、
元
禄
期
以
前
の
江
戸
関
係
史
料
の
残
存
状
況
が
乏
し
い
こ

と
に
あ
る
。
殊
に
、
近
世
前
期
の
江
戸
の
職
人
に
関
す
る
一
次
史
料
は
殆

ど
得
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
幕
府
作
事
方
大
工
頭
の
鈴
木
長

常
・
長
頼
父
子（
５
）が
記
し
た
「
鈴
木
修
理
日
記
」（
以
下
「
修
理
日
記
」
と

略
記（
６
））に

は
、登
城
し
て
老
中
等
と
か
わ
し
た
会
話
、職
務
を
め
ぐ
る
日
々

の
記
録
、
書
状
・
文
書
の
控
え
が
詳
細
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

は
同
日
記
を
手
が
か
り
に
し
て
鈴
木
家
を
中
心
に
大
工
頭
の
執
務
の
在
り

方
を
検
討
し
、
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
大
工
頭
の
役
割
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
幕
府
の
建
築
を
担
う
二
役
所
に
つ
い
て
は
近
世
中

期
以
降
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
７
）、

幕
府
機
構
が
確
立
す
る
と
さ
れ

る
寛
文
・
延
宝
期
に
お
け
る
両
者
の
関
係
や
、
関
わ
っ
た
人
物
は
未
検
討

の
問
題
で
あ
る
。
建
築
組
織
の
変
遷
を
全
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、

十
七
世
紀
段
階
に
お
け
る
建
築
事
例
に
即
し
て
少
し
づ
つ
細
部
を
明
ら
か

に
す
る
作
業
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
右
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
家
綱
政
権
後
期
の
江
戸
を
検

討
対
象
と
し
、
幕
府
建
築
工
事
の
な
か
で
江
戸
城
本
丸
御
殿
、
お
よ
び
江

戸
の
都
市
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
事
例
を
あ
げ
て
大
工
頭
の
役
割
を
明
ら

か
に
し
、
幕
府
政
策
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　

以
下
、
第
一
章
で
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
維
持
・
修
理
を
検
討
し
、
第

二
章
で
江
戸
の
都
市
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
芝
金
杉
新
堀
と
市
中
水
道
改

を
取
り
上
げ
、
最
後
に
そ
の
後
の
大
工
頭
を
見
通
し
て
、
近
世
前
期
の
大

工
頭
の
役
割
を
ま
と
め
る
。

　

な
お
、
題
名
中
の
「
江
戸
」
は
、
地
域
と
し
て
の
江
戸
、
大
工
頭
の
江

戸
に
お
け
る
職
務
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
ま
た
、
当
該
期

の
大
工
頭
は
木
原
内
匠
重
弘
と
鈴
木
修
理
長
常
の
両
人
、
長
頼
は
両
人
と

共
に
三
人
連
で
登
城
し
家
職
修
業
中
の
身
分
で
あ
る
こ
と
を
付
言
す
る（
８
）。

一
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
維
持
・
修
理

１　

寛
文
・
延
宝
期
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
工
事

　

本
章
で
は
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
維
持
・
修
理
工
事
を
事
例
と
し
て
大

工
頭
の
役
割
を
検
討
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
江
戸
城
は
幕
府
の
政
庁
で
あ
り
、
か
つ
、
将
軍
家
の

住
居
で
あ
っ
た
。
本
丸
御
殿
は
表
向
・
中
奥
・
大
奥
の
三
区
域
に
分
か
れ
、

表
向
は
政
治
と
儀
式
の
場
、
中
奥
は
将
軍
の
生
活
空
間
、
大
奥
は
正
室
・

側
室
等
が
生
活
す
る
場
で
あ
る
。

　

江
戸
城
本
丸
御
殿
の
構
造
と
機
能
に
つ
い
て
は
、
深
井
雅
海
氏
を
初
め

諸
先
学
の
研
究
に
よ
り
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
９
）。

表
向
は
政
務
を
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執
り
行
う
公
的
な
部
分
で
あ
り
、
そ
の
機
能
か
ら
基
本
構
造
を
踏
襲
し
、

若
干
の
部
屋
の
移
動
が
み
ら
れ
る
程
度
で
、大
き
な
変
更
は
少
な
か
っ
た
。

一
方
、中
奥
は
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
改
造
が
行
わ
れ
、大
奥
は
正
室
・

側
室
等
住
人
の
状
況
に
よ
り
改
修
、
模
様
替
え
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。

　

四
代
将
軍
家
綱
期
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
は
、
明
暦
三
年
正
月
の
大
火
で

焼
失
後
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
九
月
に
再
建
落
成
さ
れ
た
万
治
度
御

殿
で
あ
る
。
こ
の
御
殿
は
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
五
月
に
焼
失
す
る

ま
で
一
八
五
年
間
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
本
丸
御
殿
は
、
建
物
全
体
の

規
模
や
主
要
な
部
屋
の
配
置
な
ど
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

寛
文
・
延
宝
期
に
行
わ
れ
た
本
丸
御
殿
の
工
事
は
す
べ
て
維
持
・
修
理
に

関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
万
治
二
年
竣
工
時
の
本

丸
御
殿
の
平
面
は
不
明
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
深
井
氏
の
論
考
も
四
代
将
軍
の

家
綱
時
代
以
前
を
除
き
、
五
代
将
軍
綱
吉
時
代
以
降
を
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。し
た
が
っ
て
、家
綱
期
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
建
築
に
つ
い
て
は
、

「
修
理
日
記
」
の
記
載
内
容
を
唯
一
の
手
が
か
り
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

次
に
掲
出
す
る
〔
表
〕
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
か
ら
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
本
丸
御
殿
の
工
事
に
つ
い
て
、
年
代
・

場
所
・
関
与
者
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
代
は
落
成
行
賞
の
年
月
日

で
あ
る
。
関
与
者
は
、「
江
戸
幕
府
日
記（

（1
（

」
に
御
褒
美
を
頂
戴
し
た
と
記

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
受
賞
者
を
総
奉
行
・
小
普
請
方
・
作
事

方
・
そ
の
他
に
分
け
て
記
入
し
た
。

　

本
表
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
工
事
は
す
べ
て
大
奥
の
工
事
で
、

表
向
・
中
奥
に
工
事
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
工
事

の
関
与
者
で
あ
る
。
小
普
請
方
で
は
小
普
請
奉
行
が
行
賞
さ
れ
、
作
事
方

で
は
大
工
頭
と
多
数
の「
被
官
大
工（

（1
（

」が
受
賞
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

作
事
奉
行
の
名
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
の
後
享
保
期
に
本
丸
御
殿
の
表
向

は
作
事
方
、
大
奥
は
小
普
請
方
の
持
ち
場
と
定
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り

五
十
年
以
前
の
寛
文
・
延
宝
期
に
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
点
・
疑
問
点
を
抱
き
、次
節
以
降
で
事
例
に
基
づ
き
、

工
事
の
様
相
を
検
討
し
た
い
。

２　

表
向
、
中
奥

　

ま
ず
、
表
向
の
お
お
よ
そ
の
部
屋
配
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
西
側
に

は
、
儀
式
や
将
軍
と
の
謁
見
に
使
用
さ
れ
る
大
広
間
・
白
書
院
・
黒
書
院

等
が
配
置
さ
れ
、
東
側
に
は
玄
関
と
遠
侍
お
よ
び
殿
上
之
間
・
幕
閣
（
老

中
・
若
年
寄
）、
諸
役
人
な
ど
の
下
部
屋
（
控
室
）、
中
央
部
に
は
諸
役
人

な
ど
の
詰
所
（
執
務
室
及
び
番
所
）
と
、
大
名
な
ど
が
登
城
し
た
際
の
殿

中
席
と
な
る
「
柳
之
間
」
な
ど
の
座
敷
が
配
置
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
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〔
表
〕
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
工
事

（
落

成
行

賞
）

場
　

所
　

総
　

奉
　

行
小

　
普

　
請

　
方

作
　

事
　

方
そ

の
他

出
典

西
暦

年
月

.日
小

普
請

奉
行

大
工

頭
被

官
大

工
（

被
官

）
16

67
寛

文
７

3.2
2

本
丸

大
奥

､
相

御
殿

留
守

居
北

条
右

近
大

夫
氏

利
（

破
損

奉
行

）
武

藤
八

郎
右

衛
門

松
平

次
郎

右
衛

門

鈴
木

修
理

（
長

常
）

木
原

内
匠

（
重

弘
）

谷
田

清
三

郎
鈴

木
与

三
右

衛
門

庭
作

：
貞

雲
柳

営
日

次
記

（
16

4-
00

01
）

冊
次

25
16

69
寛

文
９

2.2
7

本
丸

大
奥

､
菱

矢
倉

前
茶

室
留

守
居

滝
川

長
門

守
利

貞
─

内
山

源
（清

）左
衛

門

阿
波

野
平

右
衛

門

小
細

工
頭

 諏
訪

･池
田

･立
岩

･
中

川
庭

作
：

鎌
田

庭
雲

､
同

子

年
録

53

16
69

寛
文

９
⑩

.14
本

丸
大

奥
､

御
好

之
作

事
溝

口
佐

左
衛

門
神

谷
長

五
郎

─
大

石
忠

左
衛

門
依

田
喜

左
（右

）衛
門

庭
作

：
鎌

田
庭

雲
、

同
人

子
同

甚
右

衛
門

年
録

55

16
70

寛
文

10
8.3

本
丸

大
奥

、
茶

室
留

守
居

滝
川

長
門

守
利

貞
─

年
録

57
〃

〃
8.4

本
丸

大
奥

根
岸

長
兵

衛
長

利
花

井
次

左
衛

門
定

義
鈴

木
修

理
（

長
常

）
木

原
内

匠
（

重
弘

）
清

水
弥

左
衛

門
大

石
忠

左
衛

門
庭

作
：

鎌
田

庭
雲

年
録

57

16
71

寛
文

11
2.晦

本
丸

大
奥

留
守

居
北

条
右

近
将

監
氏

利
「

奥
方

御
作

事
奉

行
」

山
本

安
兵

衛
須

田
次

郎
太

郎
鈴

木
修

理
（

長
常

）
木

原
内

匠
（

重
弘

）
鈴

木
与

三
（惣

）左
衛

門
増

田
弥

左
衛

門
庭

作
：

鎌
田

庭
雲

年
録

58

16
72

寛
文

12
3.2

7
本

丸
大

奥
奉

行
､

留
守

居
板

倉
市

正
重

大
神

谷
長

五
郎

小
菅

伊
右

衛
門

鈴
木

修
理

（
長

常
）

木
原

内
匠

鈴
木

与
三

（惣
）右

衛
門

谷
田

清
三

郎
年

録
60

16
73

延
宝

元
4.5

本
丸

大
奥

、
茶

室
留

守
居

滝
川

長
門

守
利

貞
花

井
次

左
衛

門
浅

井
平

右
衛

門
木

原
内

匠
（

重
弘

）
鈴

木
長

兵
衛

（
長

頼
）

谷
田

清
三

郎
鈴

木
権

兵
衛

庭
作

：
鎌

田
庭

雲
年

録
63

16
77

延
宝

５
7.1

3
本

丸
大

奥
留

守
居

板
倉

市
正

重
大

勝
屋

甚
五

兵
衛

須
田

次
郎

太
郎

─
谷

田
又

兵
衛

内
田

（山
）清

左
衛

門
年

録
72

16
78

延
宝

６
10

.10
本

丸
大

奥
小

菅
猪

右
衛

門
神

谷
長

五
郎

─
年

録
74

〃
〃

10
.14

本
丸

大
奥

─
被

官
大

工
２

人
（

谷
田

又
兵

衛
･河

辺
六

左
衛

門
）

小
普

請
方

同
心

６
人

年
録

74
「

修
理

日
記

」
巻

11
16

80
延

宝
８

7.1
3

本
丸

大
奥

、
御

休
息

花
井

次
左

衛
門

浅
井

平
右

衛
門

木
原

内
匠

（
重

弘
）

鈴
木

長
兵

衛
（

長
頼

）
清

水
弥

左
衛

門
　

※
前

沢
藤

兵
衛

鎌
田

久
右

衛
門

鶴
飛

騨
（大

棟
梁

 正
村

）
岩

井
善

右
衛

門
岩

井
喜

右
衛

門
秋

山
介

六
郎

荒
木

市
右

衛
門

渡
辺

与
三

右
衛

門
等

13
人

小
細

工
奉

行
 梶

山
加

 左
衛

門
･

千
種

六
郎

左
衛

門
植

木
奉

行
 増

井
弥

左
 衛

門
･早

川
伊

兵
衛

（
絵

師
）

狩
野

養
朴

等
３

人
庭

作
：

山
本

道
勺

･道
意

山
作

：
鎌

田
庭

雲
張

付
師

：
山

本
正

言
小

細
工

手
代

４
人

年
録

78

「
修

理
日

記
」

巻
13

（
注

１
）

出
典

：「
江

戸
幕

府
日

記
」（

国
立

公
文

書
館

内
閣

文
庫

蔵
『

柳
営

日
次

記
』、

国
立

国
会

図
書

館
蔵

『
年

録
』）

、「
厳

有
院

殿
御

実
紀

」
巻

34
～

60
、「

常
憲

院
殿

御
実

紀
」

巻
1～

2、
「

鈴
木

修
理

日
記

」
巻

11
～

13
。

（
注

２
）

参
考

文
献

：『
東

京
市

史
稿

』
皇

城
篇

二
。

（
注

３
）（

　
）

内
の

人
名

は
、

筆
者

が
「

鈴
木

修
理

日
記

」
に

よ
り

補
記

し
た

。
（

注
４

）
延

宝
８

年
７

月
13

日
：

※
『

年
録

［
78

］』
に

被
官

大
工

計
13

人
を

記
載

。
こ

の
内

、「
修

理
日

記
」

巻
13

同
日

条
に

よ
り

作
事

方
被

官
と

判
明

す
る

者
９

人
を

記
入

し
た

。
（

注
５

）「
─

」
は

、「
年

録
」

に
大

工
頭

名
が

な
い

こ
と

を
示

す
。
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延
宝
四
年
三
月
四
日
、
例
年
の
年
頭
祝
賀
で
公
卿
衆
が
江
戸
に
到
着
し

将
軍
に
対
面
す
る
際
、
老
中
稲
葉
美
濃
守
正
則
は
「
公
家
衆
御
対
顔
」
に

つ
き
、
殿
上
之
間
の
彫
物
等
の
す
す
け
を
拭
か
せ
る
よ
う
大
工
頭
に
命
じ

た
。
長
常
は
彫
物
大
工
を
呼
び
に
や
る
が
、
来
る
の
を
待
っ
て
い
て
は
遅

く
な
る
の
で
御
手
大
工（

（1
（

に
拭
か
せ
た
。
ま
た
、
同
四
年
六
月
、
柳
之
間
の

柱
を
修
繕
し
た
。
こ
の
時
も
老
中
稲
葉
が
「
柳
之
間
の
柱
が
下
が
っ
て
い

る
」
と
感
じ
、
作
事
奉
行
大
井
新
右
衛
門
に
見
分
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
う

け
て
大
工
頭
が
見
分
し
た
と
こ
ろ
、
柱
が
少
し
東
の
方
に
動
い
て
い
た
。

し
か
し
、
柱
を
直
す
の
は
手
間
取
る
の
で
襖
障
子
で
直
す
こ
と
を
両
人
が

提
案
し
、
老
中
の
承
諾
を
得
て
そ
の
通
り
に
行
っ
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
修
繕

業
務
が
頻
繁
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
老
中
の
考
え
に
応
え

て
大
工
頭
は
自
ら
見
分
し
、
御
手
大
工
や
彫
物
大
工
に
連
絡
し
、
儀
礼
の

場
を
整
え
た
。
本
丸
御
殿
で
は
、
修
理
工
事
に
至
ら
な
い
よ
う
な
修
繕
の

類
も
、
大
工
頭
が
対
応
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

中
奥
は
将
軍
が
常
に
生
活
し
、
ま
た
政
務
を
執
る
区
域
で
、
老
中
・
若

年
寄
・
諸
役
人
と
面
会
す
る
御
座
之
間
、
居
間
・
寝
所
と
し
て
使
わ
れ
る

御
休
息
之
間
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
中
奥
は
、
表
向
と
異
な
り
、
将

軍
の
個
性
や
政
治
状
況
に
応
じ
、
将
軍
の
代
ご
と
に
改
造
さ
れ
て
い
た
点

に
特
徴
が
あ
る（

（1
（

。

　

寛
文
十
年
年
九
月
二
日
、
御
座
之
間
前
に
「
御
数
寄
屋
」
が
で
き
た
。

同
四
日
、
大
工
頭
両
名
が
こ
の
工
事
に
「
骨
折
候
者
」
を
書
き
出
し
、
作

事
奉
行
大
井
に
渡
し
た
。
す
な
わ
ち
、
粟
野
平
右
衛
門
、
御
手
大
工
小
頭

三
人
、「
定
普
請
之
者
」
五
〇
人
で
あ
っ
た
。
粟
野
平
右
衛
門
は
御
手
大

工
頭
で
あ
る
。
御
手
大
工
は
、
寛
文
三
年
八
月
十
九
日
、
大
工
頭
に
所
属

し
て
新
た
に
設
置
さ
れ
、
頭
二
人
・
小
頭
三
人
・
御
手
大
工
二
〇
人
か
ら

な
る（

（1
（

。
将
軍
家
の
身
の
回
り
の
日
常
的
な
小
修
理
は
、
近
習
お
よ
び
小
納

戸
衆
が
御
手
大
工
小
頭
に
命
じ
て
行
っ
た
。「
定
普
請
之
者
」
は
定
普
請

同
心
で
あ
り
、
足
軽
層
の
役
人
で
道
具
の
持
ち
運
び
や
警
備
を
担
当
し

た（
（1
（

。「
御
数
寄
屋
」
が
ど
の
よ
う
な
建
築
だ
っ
た
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
記
事
に
よ
り
御
座
之
間
前
に
大
工
頭
配
下
の
御
手
大
工
等
の

骨
折
り
で
茶
室
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

延
宝
二
年
十
月
六
日
、
将
軍
が
西
丸
へ
御
成
の
間
に
、
御
休
息
之
間
の

普
請
が
行
わ
れ
た
。
工
事
は
、
将
軍
が
鷹
狩
等
で
外
出
す
る
留
守
の
間
に

実
施
さ
れ
た
。「
修
理
日
記
」
に
は
「
御
手
大
工
召
連
御
普
請
取
掛
り
、

南
之
方
雨
戸
が
わ
の
戸
舗
居
取
替
、
惣
張
付
、
四し
ぶ
い
ち

分
一
は
が
し
、
正
言
参
、

下
張
致
ス
」
と
記
さ
れ
、
建
具
の
敷
居
を
取
り
替
え
、
壁
面
を
紙
貼
り
に

し
て
隅
に
打
ち
付
け
て
あ
っ
た
四
分
一
を
剥
が
し
、
下
張
り
を
し
た
と
わ

か
る
。
正
言
は
、「
修
理
日
記
」
に
「
常
出
入
之
者
」
と
あ
り
、
鈴
木
家

を
し
ば
し
ば
訪
れ
る
張は
り
つ
け
し

付
師
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
前
掲
の
〔
表
〕
で
、
延
宝

八
年
七
月
の
大
奥
工
事
落
成
後
に
行
賞
さ
れ
て
い
る
山
本
正
言
で
あ
ろ



國學院雑誌　第 121 巻第８号（2020年） ─ 36 ─

う
。
大
工
頭
は
、
将
軍
の
居
室
の
工
事
を
ふ
だ
ん
接
し
て
信
用
で
き
る
張

付
師
に
任
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、と
り
あ
げ
た
事
例
は
決
し
て
大
改
修
工
事
で
は
な
い
。し
か
し
、

将
軍
や
幕
閣
の
命
で
御
殿
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
が
大
工
頭
の
経
常
業
務

で
あ
っ
た
こ
と
、
将
軍
の
居
住
空
間
に
お
け
る
日
常
的
な
小
工
事
を
御
手

大
工
や
普
段
か
ら
接
す
る
職
人
を
使
っ
て
実
施
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

　
〔
表
〕
に
表
向
・
中
奥
の
工
事
が
な
か
っ
た
理
由
は
、
同
区
域
で
工
事

完
了
後
に
行
賞
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
改
造
工
事
が
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
表
向
の
儀
式
の
場
で
あ
る
大
広
間
や
政
務
を
執
り
行
う
諸
役

人
の
詰
所
、
中
奥
の
将
軍
が
日
常
生
活
を
お
く
る
御
座
之
間
等
で
は
、
主

と
し
て
小
規
模
な
維
持
管
理
的
な
修
理
工
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

大
奥

　

大
奥
は
、
御
台
所
の
居
室
を
中
心
と
す
る
御
殿
向
、
奥
女
中
の
住
居
と

な
る
長
局
向
、
広
敷
役
人
の
詰
所
が
あ
る
広
敷
向
の
三
つ
の
区
域
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
表
に
み
え
る
工
事
は
、
す
べ
て
大
奥
の
御
殿

向
お
よ
び
付
属
す
る
茶
室
で
あ
り
、
度
々
改
造
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
以
下
、「
修
理
日
記
」
か
ら
工
事
の
実
施
状
況
、
並
び
に
大
奥

に
居
住
す
る
御
台
所
と
側
室
に
関
わ
る
出
来
事
を
述
べ
る
。

⑴　

新
規
物
置
設
置
に
よ
る
改
修

　

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
大
奥
の
「
御
主

殿（
（2
（

」
廻
り
で
改
修
工
事
が
行
わ
れ
、
新
規
物
置
が
設
け
ら
れ
た
。
工
事
の

決
定
か
ら
、
落
成
行
賞
ま
で
の
流
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た（

（2
（

。

　

五
月
十
二
日
、
鈴
木
修（
長
常
）理

・
木
原
内（
重
弘
）匠

に
、
留
守
居
の
板
倉
市（
重
大
）正

・
大

久
保
山（
忠
高
）

城
守
・
戸
田
備（
重
種
）

後
守
・
大
久
保
右（
教
勝
）

京
亮
の
四
人
連
名
の
書
状
が
届

き
、「
御
奥
方
御
用
」
が
あ
る
の
で
登
城
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
同

十
四
日
、
登
城
し
て
大
奥
へ
行
き
、
お
梅
御
方
・
川
崎
殿
・
岡
山
殿
の
奥

女
中
三
人
か
ら
「
相
之
御
殿
南
方
庇
之
所
」
を
取
放
つ
よ
う
言
わ
れ
、「
御

台
様
御
化
粧
之
間
・
御
寝
之
間
御
風
呂
屋
」
を
取
壊
し
、
そ
の
跡
へ
「
新

規
御
物
置
」
を
設
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た（

（2
（

。
六
月
十
六
日
着
工
。
二
十
八

日
に
「
新
規
御
物
置
棟
上
ゲ
」。
七
月
一
日
か
ら
大
奥
御
普
請
場
（
御
三

之
間
、
新
御
物
置
幷
御
茶
之
間
）
を
見
廻
。
十
一
日
に
大
方
で
き
、
十
三

日
に
被
官
の
谷
田
又
兵
衛
・
内
山
清
左
衛
門
を
同
道
し
て
登
城
、
被
官
二

人
が
老
中
土
屋
但
馬
守
数
直
か
ら
御
褒
美
の
銀
子
五
枚
、
板
倉
市
正
と
小

普
請
奉
行
の
須
田
次
郎
太
郎
・
勝
屋
甚
五
兵
衛
が
時
服
と
羽
織
を
そ
れ
ぞ

れ
拝
領
し
た
。
八
月
一
日
、
奥
女
中
三
人
か
ら
御
祝
儀
の
品
を
頂
い
た
。

　

工
事
の
経
過
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
工
事
内
容
は
奥
女
中
三

人
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、「
御
主
殿
」
ま
わ
り
の
工
事

範
囲
は
「
相
之
御
殿
」「
御
化
粧
之
間
」「
御
風
呂
屋
」「
新
御
殿
」「
御
寝



寛文・延宝期における江戸の大工頭─ 37 ─

之
間
」「
御
三
之
間
」「
御
物
置
」「
御
茶
之
間
」に
及
ぶ
広
域
で
あ
る
こ
と
、

の
二
点
で
あ
る
。

　

工
事
の
実
施
方
法
を
ま
と
め
る
と
、
総
奉
行
の
留
守
居
板
倉
か
ら
大
工

頭
に
連
絡
が
あ
り
、
大
工
頭
が
奥
女
中
と
絵
図
の
受
け
渡
し
を
行
っ
て
絵

図
を
作
成
、老
中
が
小
普
請
奉
行
に
命
じ
る
と
決
定
す
る
。大
工
頭
が「
寸

法
指
図
目
論
見
仕
」
と
記
さ
れ
る
の
で
設
計
と
絵
図
作
成
は
作
事
方
が
行

い
、
施
工
は
小
普
請
方
が
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
置

は
か
な
り
大
き
な
部
屋
と
考
え
ら
れ
、
御
台
所
の
生
活
空
間
全
域
に
及
ぶ

大
規
模
な
改
修
工
事
で
あ
っ
た
。
本
工
事
の
受
賞
者
は
、
留
守
居
板
倉
と

小
普
請
奉
行
勝
屋
・
須
田
お
よ
び
被
官
谷
田
・
内
山
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
影
に
大
工
頭
の
存
在
が
あ
っ
た
。
大
工
頭
が
設
計
と
絵
図
作
成
を
行

い
、
配
下
の
被
官
二
人
を
小
普
請
方
に
派
遣
し
た
。
こ
の
条
件
下
で
小
普

請
方
が
施
工
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
大
奥
は
小
普
請
方
の
工
事
区
域
と

捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
後
、
享
保
三
年

（
一
七
一
八
）
五
月
の
作
事
方
と
小
普
請
方
の
「
御
場
所
分
け
」
で
、
江

戸
城
内
に
つ
い
て
は
作
事
方
が
本
丸
と
西
丸
の
表
向
、
小
普
請
方
が
本
丸

と
西
丸
の
大
奥
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る（

（2
（

。
し
か
し
、
そ
の
約
四
十
年

前
は
、
作
事
方
大
工
頭
が
大
奥
の
改
修
工
事
に
関
与
し
た
事
実
が
判
明
し

た
。

　

な
お
、
検
討
す
べ
き
は
「
御
主
殿
」
の
住
人
で
あ
る
御
台
様
の
存
在
で

あ
る
。
四
代
将
軍
家
綱
の
正
室
顕
子
は
前
年
の
延
宝
四
年
八
月
五
日
に

三
七
歳
で
逝
去
し
、
法
名
高
巌
院
と
な
っ
て
い
る（

（2
（

。
大
奥
普
請
の
最
中
で

あ
る
七
月
に
「
高
岸（
巌
）院
様
御
一
廻
忌
御
法
事
」
の
用
意
が
進
め
ら
れ
、
八

月
五
日
に
上
野
（
東
叡
山
）
で
法
事
が
行
わ
れ
た（

（2
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
改
修

工
事
は
亡
き
御
台
様
の
住
居
を
取
り
壊
し
、
そ
の
後
に
遺
品
等
何
ら
か
の

も
の
を
納
め
る
「
新
規
物
置
」
を
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に

推
測
で
き
ま
い
か
。

⑵　

側
室
懐
妊
に
よ
る
改
造

　

延
宝
六
年
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
大
奥
の
改
造
は
、
奥
女

中
於
満ま

流る

の
懐
妊
に
関
わ
る
工
事
で
あ
っ
た
。
於
満
流
は
万
治
三
年

（
一
六
六
〇
）
生
、
延
宝
五
年
に
大
奥
勤
め
に
入
り
家
綱
の
寵
愛
を
う
け
、

同
六
年
懐
妊
し
た
と
さ
れ
る（

（2
（

。
同
年
十
月
に
着
帯
と
な
り
、
九
日
に
将
軍

の
子
誕
生
の
節
の
蟇
目
役
が
酒
井
河
内
守
忠
誉
に
命
じ
ら
れ
た（

（2
（

。
こ
の
翌

十
日
に
大
奥
普
請
の
行
賞
が
行
わ
れ
、
小
普
請
奉
行
小
菅
猪
右
衛
門
・
神

谷
長
五
郎
が
褒
賞
さ
れ
た
。
同
二
十
八
日
に
は
、
早
く
も
、
出
産
の
折
の

進
物
に
つ
い
て
老
中
が
伝
達
し
て
い
る
。
家
綱
の
子
は
こ
れ
ま
で
出
生
が

な
く
、
十
一
年
前
の
寛
文
七
年
五
月
十
八
日
、
側
室
於
振
方
が
懐
胎
の
と

こ
ろ
傷
寒
に
罹
り
、
同
年
六
月
二
十
五
日
に
逝
去
し
て
い
る（

（2
（

。
そ
れ
だ
け

に
、
い
よ
い
よ
若
君
誕
生
か
と
の
期
待
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
時
の
工
事
は
、「
修
理
日
記
」
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ

た（
（2
（

。
七
月
三
日
、
長
常
と
長
頼
が
登
城
し
て
大
奥
で
奥
女
中
音
羽
殿
に
面

会
し
「
御
目
度
様
子
」
を
聞
く
。
同
三
十
日
、「
御
本
丸
惣
差
図
」
を
留

守
居
衆
へ
御
目
に
か
け
、
八
月
三
日
「
御
天
守
脇
地
塁
之
絵
図
」
を
差
上
。

九
月
十
日
、
長
常
・
長
頼
・
木
原
内
匠
が
「
御
蟇
目
場
所
」「
御
客
人
間
」

「
呉
服
之
間
」「
御
膳
所
」
を
見
分
、
同
十
三
日
に
御
手
大
工
を
連
れ
て

大
奥
へ
行
き
、
老
中
久
世
大
和
守
に
「
差
図
」
を
御
目
に
か
け
る
。
同

二
十
一
日
、
大
奥
で
御
手
大
工
に
三
間
を
見
分
さ
せ
る
。
十
月
八
日
、「
御

対
面
所
前
之
縁
頬
」、
九
日
に
「
御
産
所
、
蟇
目
射
所
張
出
シ
」
が
出
来
、

「
御
力
縄
鑊
」
を
粟
野
平
右
衛
門
に
打
た
せ
て
い
る
。
同
十
五
日
、
奥
方

長
局
の
普
請
が
で
き
た
の
で
、
被
官
谷
田
又
兵
衛
・
河
部
六
左
衛
門
に
内

証
で
御
褒
美
を
下
す
こ
と
を
老
中
土
屋
但
馬
守
が
仰
せ
渡
す
。
同
十
六
日

か
ら
、「
御
三
ノ
間
御
雪
隠
」「
御
客
人
ノ
間
登
り
高
欄
」「
三
間
部
屋
内

造
作
」
に
取
り
掛
か
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
産
所
で
蟇
目
を
射
る
所
を
設
け
る
等
、
大
奥
全
域
で
側

室
が
出
産
す
る
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
る
様
子
が
わ
か
る
。
長
局
は
奥

女
中
と
そ
の
部
屋
子
が
住
む
建
物
で
、
天
守
台
の
脇
に
位
置
す
る
。
こ
の

た
め
、
出
産
に
関
わ
り
御
用
が
増
え
る
奥
女
中
の
住
居
を
整
え
る
改
修
工

事
が
行
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
年
冬
、
於
満
流
は
流
産
し
、

ま
た
し
て
も
御
子
誕
生
の
期
待
は
潰
え
た
。

　

十
月
十
日
、
大
奥
普
請
出
来
の
褒
賞
は
、
小
普
請
奉
行
二
名
が
受
け
て

い
る
。
し
か
し
、「
修
理
日
記
」
に
よ
る
と
、
大
工
頭
が
大
奥
で
御
手
大

工
に
工
事
を
さ
せ
た
こ
と
、
被
官
二
人
が
内
証
で
御
褒
美
を
頂
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
。
本
項
で
も
、
作
事
方
の
大
工
頭
が
大
奥
の
工
事
に
関
与
し

た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

⑶　

新
御
休
息
之
間
―
将
軍
代
替
わ
り

　

延
宝
八
年
七
月
、
大
奥
に
新
御
休
息
之
間
が
完
成
し
た
。
本
工
事
は
、

四
代
将
軍
家
綱
没
後
、
五
代
将
軍
綱
吉
が
七
月
十
日
に
本
丸
入
り
し
た
こ

と
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

同
月
十
三
日
の
行
賞
は
、「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
「
奥
方
御
普
請
出
来

に
付
御
褒
美
被
下
之
」
と
あ
り
、
小
普
請
奉
行
二
人
・
大
工
頭
二
人
、
お

よ
び
「
御
被
官
大
工
」
が
一
三
人
記
さ
れ
て
い
る
。「
修
理
日
記
」
同
日

条
に
は
「
此
度
御
休
息
出
来
付
、
為
御
褒
美
と
黄
金
弐
枚
、
内
匠
両
人
拝

領
」
と
あ
り
、「
被
官
大
工
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

御
被
官
・
弥

（
清
水
弥
左
衛
門
）

左
・
藤

（
前
沢
藤
兵
衛
）

兵
銀
拾
枚
宛
、
久（

鎌

田

）

右
衛
門
・
飛

（
大
棟
梁
鶴
）

騨
銀
五
枚
・
金

五
両
、
小
頭
銀
三
枚
宛
、
彦
六
・
善（

岩

井

）

右
衛
門
銀
拾
枚
宛
、
喜（

岩

井

）

右
衛
門
銀

五
枚
、
与（

渡

辺

カ

）

惣
右
衛
門
・
助
（
秋
山
介
六
郎
）
六
・
市（

荒

木

）

右
衛
門
銀
三
枚
宛
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右
に
よ
る
と
、
受
賞
し
た
被
官
一
三
人
の
内
、
九
人
が
作
事
方
所
属
と

認
め
ら
れ
る（

（3
（

。

　

工
事
の
経
過
は
大
略
次
の
よ
う
で
あ
っ
た（

（3
（

。
同
年
五
月
八
日
、
将
軍
家

綱
が
没
し
た
。
同
月
十
四
日
、
長
頼
は
御
休
息
間
前
に
御
棺
を
通
さ
せ
る

よ
う
土
戸
を
壊
し
「
仮
之
板
囲
」
を
作
る
こ
と
を
命
じ
、
木
原
内
匠
は
「
新

御
休
息
絵
図
」
を
差
上
げ
る
。
六
月
三
日
、
留
守
居
板
倉
市
正
に
新
御
殿

の
縄
張
を
命
じ
ら
れ
、
十
日
に
「
御
奥
御
部
屋
方
柱
立
」、
七
月
五
日
「
御

普
請
出
来
」
と
い
う
急
工
事
だ
っ
た
。
こ
の
経
過
を
み
る
と
、
将
軍
代
替

わ
り
の
あ
わ
た
だ
し
い
時
期
、
か
つ
法
事
の
合
間
に
二
ヶ
月
ほ
ど
の
期
間

で
新
御
休
息
之
間
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
は
、
造
営
に
作
事
方
の
協
力
を
得

ら
れ
た
こ
と
が
大
き
く
寄
与
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
他
、
植
木
奉
行
の
増
井
弥
左
衛
門
等
二
人
・
絵
師
の
狩
野
養
朴
等

三
人
・
庭
作
の
鎌
田
庭
雲
、張
付
師
の
山
本
正
言
が
受
賞
す
る
こ
と
か
ら
、

大
奥
は
狩
野
派
絵
師
が
描
い
た
障
壁
画
で
室
内
が
装
飾
さ
れ
、
泉
水
・
築

山
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
庭
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑷　

作
事
方
被
官
の
小
普
請
方
勤
め
―
新
物
置
の
増
作
料
、

　

以
上
⑴
～
⑶
で
、
小
普
請
方
施
工
の
工
事
を
支
え
た
影
に
作
事
方
の
存

在
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
を
年
代
順
に
示
す
。

　

被
官
内
山
・
谷
田
が
延
宝
五
年
七
月
に
銀
子
を
拝
領
し
た
後
、
同
年
閏

十
二
月
十
六
日
、
小
普
請
奉
行
（
須
田
・
勝
屋
）
か
ら
大
工
頭
両
名
に
次

の
手
紙
が
届
い
た（

（3
（

。

以
手
紙
令
啓
達
候
、
然
ば
当
夏
、
御
本
丸
御
奥
方
新
御
物
置
ニ
遣
候
大

工
作
料
之
儀
、
板
倉
市
正
江
申
談
、
如
前
々
増
作
料
申
付
候
間
、
左
様

ニ
御
心
得
可
被
成
候
、
已
上
、

　

閏
十
二
月
十
六
日�

須（

小

普

請

奉

行

）

田
次
郎
太
郎

　
　

鈴
木
修（
長
常
）理

様�

勝（

小

普

請

奉

行

）

屋
甚
五
兵
衛

　
　

木
原
内（
重
弘
）匠

様

　

手
紙
の
差
出
人
は
小
普
請
奉
行
の
須
田
・
勝
屋
の
両
名
で
あ
る
。
大
工

頭
が
配
下
の
大
工
を
小
普
請
方
に
派
遣
し
た
こ
と
、
工
事
終
了
後
も
、
増

作
料
に
つ
い
て
小
普
請
奉
行
と
連
絡
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
手
紙
に

対
す
る
返
事
に
は
、
前
例
と
し
て
「
未
ノ
年
」（
寛
文
七
年
）
か
ら
「
丑

ノ
年
」（
延
宝
元
年
）
ま
で
の
「
上
大
工
」
の
増
作
料
「
弐
匁
五
分
宛
」

を
記
し
た
「
覚
」
が
付
さ
れ
た
。
翌
六
年
四
月
九
日
、
小
普
請
奉
行
衆
か

ら
返
事
が
あ
り
、増
作
料
は
先
規
の
例
も
あ
る
の
で「
壱
匁
八
分
」と
な
っ

た
。

　

同
六
年
閏
十
二
月
二
十
五
日
に
な
っ
て
内
山
清
左
衛
門
は
、
大
工
頭
に

呼
び
出
さ
れ
「
破
損
方（

（3
（

多
年
相
勤
候
間
、
休
息
」
を
申
渡
さ
れ
た
。
つ
ま
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り
、
小
普
請
方
で
多
年
勤
め
た
の
で
今
後
は
休
息
す
る
よ
う
、
来
年
か
ら

は
河
辺
六
左
衛
門
（
被
官
）
が
交
替
す
る
と
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
作
事
方
の
被
官
は
交
替
で
小
普
請
方
に
出
向
い
て
勤
め
て
い
た
こ
と

が
明
瞭
と
な
る
。
内
山
清
左
衛
門
は
、
大
工
頭
配
下
の
御
手
大
工
頭
で
あ

る
。
清
左
衛
門
は
御
手
大
工
の
職
務
の
み
な
ら
ず
、
被
官
役
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
職
務
に
従
事
し
て
い
た（

（3
（

。

　

な
お
、
作
事
方
の
棟
梁
や
被
官
が
小
普
請
方
へ
出
て
勤
め
た
こ
と
を
示

す
後
世
の
史
料
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
作
事

方
棟
梁
嘆
願
書
に
「
小
普
請
方
棟
梁
之
儀
は
拙
者
共
仲
ヶ
間
之
内
ゟ
順
番

ニ
罷
出
相
勤
申
候
」
と
あ
り
、
そ
の
二
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の

書
付
に
当
時
の
大
工
頭
片
山
三
七
郎
光
圀
の
支
配
下
の
被
官
の
差
図
を
受

け
て
勤
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

さ
ら
に
後
世
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
写
で
は
あ
る
が
、
作
事
方
の

被
官
が
小
普
請
方
勤
め
を
し
た
と
確
認
で
き
る
も
の
を
紹
介
す
る
。「
組

支
配
勤
方
之
書
付（

（3
（

」
の
「
御
被
官
」
の
項
の
七
条
目
に
次
の
如
く
記
さ
れ

る
。一　

�

小
普
請
方
江
年
々
二
人
宛
罷
出
、
小
普
請
奉
行
中
之
下
知
ヲ
請
、

御
普
請
方
之
儀
致
僉
議
、
御
城
中
御
城
外
共
御
普
請
場
見
廻
り
、

御
作
事
出
来
仕
候
而
は
工
数
之
吟
味
仕
候
、
又
御
普
請
之
品
ニ
ゟ

小
普
請
奉
行
衆
江　

被
下
賜
有
之
節
、
御
被
官
当
番
之
者
も
拝
領

物
仕
来
候
事
、

　

こ
の
書
付
に
よ
る
と
、
作
事
方
か
ら
毎
年
交
替
で
被
官
二
人
を
小
普
請

方
に
出
し
、
小
普
請
奉
行
中
の
命
令
を
請
け
て
勤
め
、
小
普
請
奉
行
に
下

賜
が
あ
る
際
は
当
番
で
出
た
被
官
も
拝
領
物
を
頂
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
作
事
方
の
被
官
・
棟
梁
の
小
普
請
方
で
の
当
番
勤
め
が

長
年
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
両
役
所
間
に
は
、
あ
る
種
の

協
働
関
係
が
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（3
（

。

二
、
江
戸
の
都
市
基
盤
の
整
備

１　

芝
金
杉
新
堀
の
普
請

　

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
大
工
頭
は
江
戸
市
域

の
内
外
で
都
市
基
盤
を
整
備
す
る
様
々
な
工
事
を
命
じ
ら
れ
た
。
本
章
で

は
、
こ
の
内
、
芝
金
杉
新
堀
の
普
請
と
水
道
設
備
に
関
わ
る
事
業
を
検
討

す
る
。

　

ま
ず
、
寛
文
・
延
宝
期
の
江
戸
の
状
況
を
と
ら
え
て
お
く
。
江
戸
の
都

市
構
造
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
大
火
後
の
都
市
改
造
に
よ
り
大

き
く
変
化
を
遂
げ
た
。
寛
永
期
の
江
戸
の
範
囲
は
江
戸
城
外
堀
内
の
半
径
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二
㎞
内
に
ほ
ぼ
収
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
大
火
後
の
復
興
政
策
で
幕
府

が
市
街
地
の
整
備
を
進
め
た
結
果
、
十
七
世
紀
後
半
の
寛
文
・
延
宝
期
の

江
戸
都
市
域
は
半
径
五
㎞
ま
で
拡
大
し
て
い
た（

（3
（

。

　

寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
板
行
さ
れ
た
『
新
板
江
戸
大
絵
図
』
で
み

る
と
、
芝
・
麻
布
地
域
は
、
こ
の
よ
う
に
拡
大
し
た
江
戸
市
域
の
南
端
に

位
置
し
て
い
た
。
芝
金
杉
は
東
海
道
筋
の
江
戸
へ
の
入
り
口
と
し
て
賑

わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
江
戸
湾
沿
い
の
金
杉
川
河
口
は
品
川
沖

に
碇
泊
す
る
大
型
船
か
ら
荷
物
を
小
舟
に
積
み
か
え
て
陸
揚
げ
す
る
舟
運

の
要
所
で
も
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
の
後
半
に
は
全
国
的
な
商
品
流
通
経
済

が
発
展
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
増
加
し
た
人
口
や
拡
大
し
た
都
市
域
に
対
応

し
て
、
陸
路
・
水
路
の
交
通
や
水
道
設
備
な
ど
巨
大
都
市
を
成
り
立
た
せ

る
た
め
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。

　

金
杉
新
堀
普
請
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
。
延
宝
三

年
二
月
二
十
七
日
、
登
城
し
た
長
頼
は
老
中
久
世
大
和
守
広
之
か
ら
金
杉

御
用
を
命
じ
ら
れ
、
新
御
堀
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
岡
田
将
監
善
次
と
諸
事

相
談
す
る
よ
う
仰
せ
渡
さ
れ
た
。
御
堀
は
江
戸
湾
に
面
し
た
芝
金
杉
の
海

際
か
ら
長
坂
（
麻
布
永
坂
）
ま
で
築
き
、
肝
煎
に
は
普
請
奉
行
の
大
久
保

甚
右
衛
門
長
昌
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
大
工
頭
両
人
（
木
原
内
匠
・

鈴
木
長
常
）
は
、
老
中
の
御
好
み
を
伺
っ
て
絵
図
を
作
成
進
上
、
三
月
九

日
に
は
将
軍
に
上
覧
さ
れ
、
早
く
取
り
掛
か
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
着
工

後
、
岡
田
将
監
宅
で
の
寄
合
に
出
向
き
、
普
請
奉
行
阿
部
四
郎
五
郎
・
作

事
奉
行
大
井
新
右
衛
門
と
相
談
し
、
被
官
内
藤
甚
兵
衛
に
指
示
し
て
工
事

の
進
行
を
監
理
、
延
宝
四
年
十
二
月
二
十
五
日
に
竣
工
し
た
。
同
日
の
行

賞
で
は
、
新
堀
奉
行
を
勤
め
た
岡
田
将
監
、
被
官
内
藤
甚
兵
衛
、
お
よ
び

石
屋
太
郎
兵
衛
等
三
人
が
御
褒
美
を
頂
戴
し
た（

（3
（

。

　

こ
の
間
、
二
つ
の
問
題
が
発
生
し
た
。
第
一
は
、
頻
繁
に
起
こ
っ
た
土

手
崩
れ
で
あ
る
。
延
宝
三
年
五
月
十
一
日
、
金
杉
の
土
手
が
崩
壊
し
た
。

六
月
二
日
、
先
日
崩
れ
た
所
が
長
さ
三
〇
間
、
幅
七
間
程
崩
れ
た
。
大
雨

の
た
め
「
七
番
町
場
之
所
」
で
事
故
が
起
こ
っ
た
。
同
月
四
日
、
岡
田
将

監
は
、
大
工
頭
に
御
堀
普
請
の
「
功
者
成
両
人
」
を
選
ん
で
派
遣
す
る
よ

う
要
請
し
て
き
た
。
し
か
し
、
大
工
頭
両
人
は
、「
土
手
・
堀
な
ど
に
鍛

錬
成
者
ハ
此
方
覚
無
御
座
候
」
と
要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
旨
を
返
答
。
同

五
日
再
度
の
手
紙
に
「
石
垣
之
儀
」
な
ら
と
も
か
く
「
土
手
崩
候
ニ
は
合

点
不
参
候
」
と
困
惑
す
る
。
よ
う
や
く
十
日
に
な
っ
て
棟
梁
庄
九
郎
・
庄

左
衛
門
が
御
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
十
六
日
に
御
堀
の
七
番
丁
場
の

崩
れ
た
所
に
籰わ
く

を
組
み
乱
杭
を
打
っ
た
。
周
辺
で
は
、
十
五
日
に
南
の
堀

端
が
沈
み（

（4
（

、「
六
番
丁
場
の
内
土か
わ
ら
け
ま
ち

器
町
」
辺
り
が
崩
れ
る
と
い
う
事
故
も

起
こ
っ
て
い
る
。

　

金
杉
川
を
開
鑿
し
堀
を
築
く
御
用
は
、
難
航
を
極
め
た
。
そ
も
そ
も
芝

金
杉
に
新
堀
を
築
き
舟
入
堀
を
開
く
計
画
は
、
八
年
前
の
寛
文
七
年
十
一
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月
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
玉
滴
隠
見
」
に
よ
る
と
、
先
年
普

請
を
命
じ
ら
れ
た
が
江
戸
中
大
火
事
で
延
引
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
諸

国
洪
水
に
よ
り
天
下
飢
饉
と
な
り
貧
人
路
頭
に
充
満
す
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
、
幕
府
の
直
営
工
事
と
し
て
再
着
手
し
、
貧
人
を
堀
普
請
の
人
足
に

雇
い
、
土
塊
を
簀
に
入
れ
て
運
搬
す
る
ご
と
に
一
銭
ず
つ
支
給
し
た
の
で

あ
る（

（4
（

。

　

延
宝
期
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
太
田
南
畝
が
書
き
留
め
た
「
金
杉
船
入

御
堀
幷
土
手
入
札
」
に
よ
り
、
そ
の
規
模
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る（

（4
（

。
一
番

か
ら
五
番
丁
場（

（4
（

は
不
明
で
あ
る
が
、
本
工
事
を
落
札
し
た
本
材
木
町
の
冬

木
太
郎
左
衛
門
の
請
負
区
域
で
あ
る
六
番
か
ら
十
番
丁
場
に
つ
い
て
、
丁

場
ご
と
の
堀
と
土
手
の
寸
法
、
そ
れ
ぞ
れ
の
請
負
金
額
が
判
明
す
る
。
六

～
十
番
丁
場
の
合
計
は
、
御
堀
長
五
七
二
間
、
土
手
長
六
七
三
間
、
総
銀

高
二
四
二
貫
七
八
五
匁
一
分
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
内
、
七
番
丁
場
の
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　

七
番
丁
場

一　

長
百
拾
間
口
拾
弐
間

敷
拾
間　
　
　

七
番
杭
ゟ
八
番
杭
迄

　
　
　
　
　
　

深
七
番
杭　

弐
丈
壱
尺
壱
寸　
　

八
番
杭　

弐
丈
三
尺
弐
寸
七
分

　
　
　

此
坪
六
千
五
百
拾
七
坪

　
　
　

此
掘
代
銀
三
拾
九
貫
百
弐
匁　

但
壱
坪
ニ
付
六
匁

　
　
　
　
　

外
北
か
わ
土
手

　

一　

長
百
八
間　

高
弐
間

敷
六
間　
　
　

七
番
杭
ゟ
八
番
杭
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　

武
者
走
弐
間　
　

　
　
　

此
坪
八
百
六
拾
四
坪

　
　
　

此
代
銀
弐
貫
五
百
九
拾
弐
匁　

但
壱
坪
ニ
付
三
匁

　

右
に
よ
る
と
、
崩
壊
し
た
七
番
丁
場
の
土
手
は
、
長
さ
一
〇
八
間
、
高

さ
二
間
・「
敷
」（
底
）
六
間
・
上
の
平
ら
な
所
が
巾
二
間
の
構
造
物
で
あ

る（
（4
（

。
土
手
の
横
に
は
「
口
」
が
一
二
間
、
底
一
〇
間
、
深
さ
二
丈
余
の
堀

が
掘
ら
れ
て
い
る
。
文
政
期
の
「
町
方
書
上
」
に
よ
る
と
本
工
事
は
、
金

杉
橋
よ
り
将
監
橋
ま
で
の
川
巾
を
一
八
間
、
そ
れ
よ
り
麻
布
十
番
ま
で
を

一
一
間
に
拡
張
し
、
両
岸
に
堤
防
を
築
か
せ
た
も
の
、
と
伝
え
ら
れ
て
い

る（
（4
（

。延
宝
三
年
四
月
に
請
負
っ
た
時
の
設
計
で
は
、七
番
丁
場
の
堀
の「
口
」

は
一
二
間
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
金
杉
新
堀
普
請
は
、
海
際
の

芝
金
杉
辺
り
か
ら
麻
布
日
ヶ
窪
ま
で
を
改
修
し
て
新
堀
を
造
成
し
て
広

げ
、船
の
出
入
り
の
便
を
は
か
っ
た
河
川
交
通
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

　

第
二
の
問
題
は
、
金
杉
棟
梁
の
訴
訟
で
あ
る
。
御
堀
工
事
に
出
た
棟
梁
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か
ら
、
作
料
・
飯
米
の
問
題
で
訴
訟
が
お
こ
っ
た
。
延
宝
四
年
三
月

二
十
六
日
、
大
工
頭
は
、
棟
梁
磯
貝
七
兵
衛
を
呼
び
寄
せ
、
大
工
作
料
増

加
の
先
例
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
江
戸
中
惣
絵
図
」
の
時
分
と
答
え
た
。

同
二
十
八
日
、
作
事
奉
行
大
井
は
、
こ
の
訴
訟
の
件
を
書
付
に
す
る
よ
う

命
じ
た
。
五
月
二
日
、
大
工
頭
は
七
兵
衛
を
同
道
し
て
登
城
し
た
。
作
事

奉
行
は
、
大
工
頭
が
金
杉
棟
梁
に
「
御
心
入
」
下
さ
る
よ
う
に
願
う
と
、

列
座
の
普
請
奉
行
大
久
保
・
阿
部
か
ら
も
口
添
え
が
あ
っ
て
老
中
が
承
諾

す
る
こ
と
に
な
り
、同
八
日
に
、「
此
度
金
杉
江
罷
出
棟
梁
共
請
取
候
作
料
・

飯
米
・
日
数
・
仕
手
大
工
相
勤
候
書
付
」
で
良
い
と
な
る
。
そ
の
後
の
こ

と
は
「
修
理
日
記
」
に
み
え
な
い
が
、
以
上
の
経
過
か
ら
、
お
そ
ら
く
増

作
料
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

　

大
工
頭
は
、
金
杉
「
御
堀
場
」
へ
出
て
い
る
棟
梁
の
作
料
増
額
の
要
求

を
聞
き
入
れ
、
作
事
奉
行
に
取
り
次
い
で
棟
梁
の
骨
折
り
に
報
い
る
配
慮

を
求
め
た
。
本
来
、
堀
・
土
手
の
普
請
は
作
事
方
の
技
術
で
は
扱
い
難
い

業
務
で
あ
っ
た
が
、
大
工
頭
は
こ
れ
に
応
え
る
棟
梁
を
選
び
、
工
事
を
完

成
さ
せ
た
。
大
工
頭
は
、
現
場
で
働
く
棟
梁
と
、
作
事
奉
行
・
普
請
奉
行

お
よ
び
幕
閣
の
間
に
立
っ
て
工
事
を
遂
行
し
、
進
行
管
理
の
任
務
を
果
た

し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

２　

市
中
水
道
改

　

上
下
水
道
の
設
備
は
、
都
市
施
設
の
な
か
で
も
最
も
基
本
的
か
つ
重
要

な
も
の
で
あ
る
。江
戸
は
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
巨
大
都
市
へ
成
長
し
始
め
、

都
市
域
が
拡
大
し
て
爆
発
的
に
人
口
が
増
加
し
た
。
こ
の
結
果
、
膨
大
な

給
水
需
要
が
発
生
し
、
四
代
将
軍
家
綱
期
に
新
水
道
開
削
の
計
画
が
決
定

し
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
玉
川
上
水
が
完
成
し
た
。
江
戸
の
上
水

道
の
主
軸
は
、
寛
永
年
間
完
成
の
神
田
上
水
と
、
承
応
期
完
成
の
玉
川
上

水
で
、
こ
の
二
系
統
に
よ
り
江
戸
市
中
ほ
ぼ
全
域
に
給
水
さ
れ
て
い
た
。

江
戸
水
道
の
構
造
と
給
水
方
法
は
、
水
源
か
ら
の
流
れ
を
市
内
の
境
目
ま

で
は
開
渠
で
引
い
て
き
て
、
市
内
は
暗
渠
と
し
、
地
下
に
埋
設
し
た
樋
・

枡
で
配
水
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

（4
（

。
枡
に
は
様
々
な
機
能
と
用
途
が

あ
っ
た
。
水
見
枡
は
地
上
に
あ
っ
て
、
蓋
を
開
い
て
水
の
増
減
清
濁
を
確

認
し
、
水
流
を
確
認
し
調
節
・
点
検
す
る
た
め
の
枡
で
あ
っ
た（

（4
（

。

　

延
宝
期
の
水
道
見
分
の
様
子
は
、「
修
理
日
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
る
。
延
宝
三
年
七
月
二
日
、
長
頼
が
木
原
内
匠
と
老
中
稲
葉
美
濃
守
邸

に
行
っ
た
際
、「
神
田
上
水
道
悪
舗
候
ニ
付
」
町
奉
行
島
田
出
雲
守
に
調

査
を
命
じ
る
の
で
、
棟
梁
等
に
「
水
盛
」
を
さ
せ
樋
の
内
部
を
穿
鑿
さ
せ

る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
同
日
、
直
ち
に
町
奉
行
か
ら
絵
図
・
書
付
を
請

け
取
り
、
同
九
日
に
長
常
・
長
頼
・
木
原
内
匠
の
三
人
が
町
に
出
て
「
水

道
蓋
」
を
取
っ
て
見
分
し
た
。



國學院雑誌　第 121 巻第８号（2020年） ─ 44 ─
　

上
水
が
順
調
に
流
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
江
戸
の
水
道
を
管
理
す
る
上

で
大
切
な
問
題
で
あ
り
、
幕
府
は
水
道
設
備
の
管
理
を
町
奉
行
に
、
確
認

作
業
の
一
端
を
大
工
頭
に
命
じ
た
。大
工
頭
等
三
人
が
取
っ
た
水
道
蓋
は
、

前
記
の
水
見
枡
の
蓋
と
考
え
ら
れ
る
。
水
道
を
改
め
る
際
に
は
、
町
同
心

も
見
分
に
出
て
い
る
。
水
盛
は
建
築
の
基
準
と
な
る
水
平
を
定
め
る
こ
と

で
、
水
盛
台
で
高
低
差
を
測
量
す
る（

（4
（

。
老
中
は
、
こ
の
測
量
技
術
に
通
じ

て
い
る
棟
梁
へ
作
業
さ
せ
る
よ
う
大
工
頭
に
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

翌
四
年
四
月
二
日
、
長
常
と
長
頼
は
江
戸
城
で
老
中
久
世
大
和
守
に
、

「
江
戸
下
水
道
之
吐
」
が
悪
い
た
め
今
度
吟
味
を
命
じ
る
計
画
が
あ
り
、

「
水
道
落
口
等
幷
水
盛
」
を
申
し
付
け
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
江
戸
に
は

上
水
以
外
に
様
々
な
水
路
が
あ
っ
た
。
水
運
や
排
水
あ
る
い
は
境
界
施
設

と
し
て
の
堀
割
、
下
水
な
ど
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
水
道
は
自
然
流
下
式

で
あ
っ
た
た
め
、
水
量
が
増
し
た
と
き
は
上
水
端
か
ら
余
水
を
排
水
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
老
中
の
言
葉
は
い
さ
さ
か
分
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
排

水
用
の
吐
口（

（4
（

を
点
検
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

四
月
四
日
に
開
始
さ
れ
た
下
水
道
改
の
概
要
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
八
日
に
下
水
道
絵
図
を
大
和
守
に
差
上
げ
、
町
奉
行
に
渡
さ
れ
る
。

十
六
日
、
侍
屋
敷
を
改
め
る
た
め
、
徒
目
付
の
大
場
源
五
左
衛
門
・
江
守

傳
左
衛
門
が
任
じ
ら
れ
る
。
五
月
一
日
に
は
小
人
目
付
も
下
水
道
改
に
入

る
。
同
二
十
一
日
、
長
常
は
与
力
が
望
む
下
水
道
改
絵
図
を
棟
梁
が
手
隙

の
と
き
に
作
成
さ
せ
る
よ
う
、
被
官
谷
田
又
兵
衛
等
に
命
じ
る
。
七
月
二

日
、
被
官
の
谷
田
と
杉
本
五
左
衛
門
は
筋
違
橋
か
ら
改
め
を
開
始
し
、
棟

梁
を
増
員
し
て
ほ
し
い
と
願
う
。
同
二
十
四
日
、
町
屋
下
水
道
改
に
徒
目

付
・
町
与
力
、
作
事
方
か
ら
は
被
官
谷
田
・
杉
本
と
棟
梁
四
人
が
出
る
。

十
一
月
十
三
日
、
長
頼
と
木
原
内
匠
、
徒
目
付
二
人
、
被
官
谷
田
・
杉
本

が
登
城
、
老
中
等
列
座
・
町
奉
行
連
座
の
前
で
「
存
寄
覚
書
」
を
読
み
報

告
し
、「
下
水
道
大
絵
図
」
を
渡
し
た
。
同
二
十
九
日
の
行
賞
で
、
徒
目

付
の
江
守
と
大
場
、
三
十
日
に
は
被
官
の
谷
田
と
杉
本
が
銀
五
枚
ず
つ
拝

領
し
た
。

　

右
の
経
過
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
絵
図
作

成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
長
常
は
初
め
、
古
下
水
道
の
絵
図
は
こ
れ
ま
で
町

奉
行
衆
方
で
作
成
し
て
き
た
と
申
し
上
げ
、
老
中
も
こ
れ
に
同
意
し
た（

（5
（

。

し
か
し
、
そ
の
後
木
原
内
匠
と
相
談
し
た
結
果
、
棟
梁
が
隙
な
と
き
に
絵

図
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
水
道
の
管
理
は
、
寛
文
六

年
正
月
に
上
水
奉
行
を
置
き
、
同
十
年
に
は
町
年
寄
の
支
配
と
な
り
、
元

禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
は
町
奉
行
の
水
道
支
配
を
免
じ
道
奉
行
に
移
す

と
い
う
変
化
が
あ
っ
た（

（5
（

。
よ
っ
て
、
延
宝
期
の
上
水
道
は
、
町
奉
行
の
管

轄
と
な
る
。
し
か
し
、
長
常
は
本
来
の
管
轄
を
主
張
す
る
よ
り
、
絵
図
作

成
に
熟
達
し
て
い
た
作
事
方
棟
梁
が
行
う
方
が
好
都
合
と
考
え
て
指
示
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、老
中
稲
葉
美
濃
守
の
言
葉
で
あ
る
。「
今
度
緩
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、又
々

本
こ
と
く
下
水
道
つ
か
へ
可
申
候
間
、唯
今
筑
出
し
候
処
切
、家
壊
可
然
」、

続
け
て
「
武
家
屋
敷
幷
町
屋
敷
つ
き
出
し
家
作
か
け
所
、
日
切
以
手
形
、

或
ハ
切
こ
ほ
ち
候
様
に
申
渡
し
可
然
」
と
記
さ
れ
る（

（5
（

。
今
度
は
ゆ
る
や
か

に
行
っ
た
が
、又
元
の
ご
と
く
下
水
道
が
塞
が
っ
て
通
ら
な
く
な
っ
た
ら
、

今
回
築
出
し
た
所
を
切
り
、
家
を
壊
し
て
良
い
、
と
言
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

武
家
屋
敷
や
町
屋
が
下
水
に
突
き
出
し
て
建
て
ら
れ
、
下
水
道
が
塞
が
っ

て
い
た
所
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
下
水
道
改
は
、
町

中
を
見
分
し
て
そ
の
よ
う
な
箇
所
を
修
理
し
て
市
街
を
整
え
る
作
業
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
期
の
水
道
改
を
ま
と
め
る
と
、次
の
点
を
指
摘
で
き
る
。第
一
に
、

こ
の
水
道
改
は
町
奉
行
の
所
管
業
務
と
し
て
行
わ
れ
た
大
が
か
り
な
都
市

整
備
事
業
で
あ
っ
た
。第
二
に
、当
該
期
の
水
道
は
町
奉
行
の
管
轄
で
あ
っ

た
が
、
樋
の
中
の
調
査
を
作
事
方
棟
梁
に
す
る
よ
う
老
中
が
命
じ
、
絵
図

作
成
を
大
工
頭
が
棟
梁
に
命
じ
た
よ
う
に
、
組
織
の
分
掌
に
固
執
せ
ず
、

得
意
と
す
る
「
人
」
が
対
応
し
た
。
第
三
に
、
目
付
方
は
、
旗
本
・
御
家

人
の
監
察
の
み
な
ら
ず
、
水
道
改
な
ど
幕
府
行
政
全
般
に
つ
い
て
監
督
・

視
察
し
た（

（5
（

。

　

大
工
頭
は
町
奉
行
お
よ
び
目
付
方
と
連
携
し
て
水
道
改
め
に
参
画
し
、

江
戸
の
都
市
基
盤
を
整
備
す
る
事
業
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え

よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
検
討
の
結
果
、
大
工
頭
は
、
被
官
・
御
手
大
工
・
定
普
請
同
心
・

諸
棟
梁
を
支
配
し
、
工
事
全
体
を
進
行
管
理
す
る
「
職
」
で
あ
る
こ
と
を

検
証
し
た
。

　

本
稿
で
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

①
寛
文
・
延
宝
期
は
幕
藩
制
の
基
礎
が
確
立
し
た
時
期
で
あ
り
、
幕
政
の

基
本
的
な
軸
は
老
中
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
職
制
や
機
構
内
の

職
務
分
掌
は
固
定
的
で
は
な
く
、
具
体
的
な
業
務
は
老
中
の
指
示
に
よ
り

「
人
」
に
命
じ
ら
れ
た
。

②
寛
文
・
延
宝
期
に
お
け
る
大
工
頭
の
「
職
」
は
、「
人
」
に
つ
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
大
工
頭
は
、
幕
府
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

職
務
を
老
中
か
ら
直
接
命
じ
ら
れ
、
組
織
の
管
轄
を
越
え
て
関
係
部
署
と

連
携
協
力
し
て
遂
行
し
た
。

③
江
戸
城
本
丸
御
殿
大
奥
の
改
修
工
事
に
お
い
て
は
、
作
事
方
が
絵
図
を

作
成
し
て
設
計
を
行
い
、
小
普
請
方
が
施
工
す
る
と
い
う
協
働
関
係
が
認

め
ら
れ
た
。大
工
頭
配
下
の
被
官
が
小
普
請
方
に
出
て
工
事
を
進
行
さ
せ
、

大
工
頭
は
小
普
請
方
の
施
工
を
陰
で
支
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
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④
幕
府
の
水
道
政
策
や
河
川
交
通
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
大
工
頭
は
老

中
の
指
示
の
も
と
で
建
築
工
事
の
み
な
ら
ず
、
土
手
普
請
や
水
道
設
備
の

点
検
に
も
携
わ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
寛
文
・
延
宝
期
の
江
戸
に
限
定
し
て
経
常
的
な
小
工
事
に
注

目
し
、
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
大
工
頭
の
役
割
を
考
察
し

た
。
当
該
期
に
大
工
頭
は
、
遠
国
寺
社
の
修
復
や
禁
裏
御
所
焼
失
後
の
再

建
に
被
官
を
派
遣
す
る
な
ど
の
大
工
事
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
長
頼
は
こ

の
後
、
大
工
頭
と
な
り
元
禄
度
の
日
光
東
照
宮
造
替
や
寛
永
寺
中
堂
再
建

工
事
、
地
震
復
旧
工
事
等
を
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
大
工
事
の

事
例
を
含
め
た
分
析
が
必
須
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

　

さ
い
ご
に
、
そ
の
後
の
大
工
頭
に
つ
い
て
記
し
、
若
干
の
展
望
を
述
べ

る
。
木
原
重
弘
は
、
元
禄
三
年
に
桐
間
番
、
翌
四
年
に
小
納
戸
役
に
転
じ
、

以
後
木
原
家
は
大
工
頭
職
か
ら
離
れ
る
。
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
鈴
木
家

関
係
者
が
大
工
頭
を
務
め
る
が
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
年
以
降
は

鈴
木
家
以
外
の
者
が
大
工
頭
に
就
任
す
る
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
以

降
、
大
工
頭
は
下
奉
行
か
ら
昇
進
す
る
役
職
と
な
り
、
そ
の
傾
向
は
幕
末

に
至
る
ま
で
続
く（

（5
（

。
特
定
の
家
で
技
術
職
と
し
て
世
襲
さ
れ
た
大
工
頭
の

「
職
」
は
、
事
務
系
役
人
が
昇
進
す
る
役
職
に
変
化
し
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
大
工
頭
の
任
用
は
、
初
期
に
は
家
筋
に
役
職
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い

た
世
襲
で
あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
役
職
に
人
が
任
ぜ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
、「
人
」
か
ら
「
職
」
へ
と
変
容
し
た
の

で
あ
る
。

註（
１
）	

藤
井
譲
治
『
江
戸
時
代
の
官
僚
制
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
三
三
頁
）。

同
「
家
綱
政
権
論
」（『
講
座
日
本
近
世
史
』
四
、
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
、
三
八

頁
）。

（
２
）	

田
辺
泰
①
「
江
戸
幕
府
大
工
頭
木
原
氏
に
就
て
」（『
建
築
雑
誌
』
四
九
輯
五
九
六

号
、
一
九
三
五
年
）。
同
②
「
江
戸
幕
府
作
事
方
職
制
に
就
て
」（『
建
築
雑
誌
』

四
九
輯
五
九
八
号
、
一
九
三
五
年
）。
同
③
「
江
戸
幕
府
大
棟
梁
甲
良
氏
に
就
て
」

（『
建
築
雑
誌
』
五
〇
輯
六
〇
九
号
、
一
九
三
六
年
）。
大
熊
喜
邦
「
江
戸
初
世
の

巨
匠
甲
良
豊
後
宗
広
と
甲
良
家
の
各
代
」（『
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
』
十
九
集
四

号
、
東
京
府
、
一
九
四
四
年
）。
大
河
直
躬
「
幕
府
の
建
築
と
作
事
方
」（『
世
界

建
築
全
集
３
』
日
本
Ⅲ
近
世
、
平
凡
社
、
一
九
五
九
年
、
六
六
頁
）。
西
和
夫
①
『
江

戸
建
築
と
本
途
帳
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）、
②
『
建
築
史
研
究

の
新
視
点
』
二
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。
沢
村
仁
ほ
か
著
『
新

建
築
学
大
系
２　

日
本
建
築
史
』（
彰
国
社
、
一
九
九
九
年
）。
稲
垣
栄
三
『
住
宅
・

都
市
史
研
究
』（
稲
垣
栄
三
著
作
集
三
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、

三
二
五
頁
）
な
ど
。

（
３
）	

平
井
聖
編
著
『
中
井
家
文
書
の
研
究　

内
匠
寮
本
図
面
篇
一
』
第
一
巻
～
『
同
』

第
十
巻
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
六
～
一
九
八
五
年
）。
高
橋
正
彦
『
大

工
頭
中
井
家
文
書
』（
慶
応
通
信
、
一
九
八
三
年
）。
川
上
貢
編
『
近
世
建
築
の
生
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産
組
織
と
技
術
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
四
年
）。
横
田
冬
彦
「
中
井
正

清
─
棟
梁
た
ち
を
ひ
き
い
た
大
工
頭
」（『
講
座
日
本
技
術
の
社
会
史　

別
巻
一
』、

日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
、
三
七
頁
）。
谷
直
樹
『
中
井
家
大
工
支
配
の
研
究
』

（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）。
川
上
貢
『
近
世
上
方
大
工
の
組
・
仲
間
』（
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）。
谷
直
樹
『
大
工
頭
中
井
家
建
築
指
図
集
─
中
井
家

所
蔵
本
─
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
４
）	

前
掲
註
2
田
辺
論
文
①
は
、
大
島
盈
株
旧
蔵
の
木
原
氏
系
図
に
よ
っ
て
木
原
氏
歴

代
の
業
績
を
記
し
た
。
こ
の
後
、
大
田
区
の
区
史
編
纂
事
業
の
過
程
で
木
原
家
の

調
査
が
一
九
九
〇
年
に
行
わ
れ
、「
木
原
鈴
木
系
図
」「
木
原
氏
之
系
図
本
名

鈴
木

」
等
の

新
史
料
が
発
見
さ
れ
た
（
佐
々
悦
久
「
旗
本
木
原
氏
と
新
井
宿
村
─
新
史
料
・
木

原
家
文
書
か
ら
─
」『
史
誌
』
三
五
、
大
田
区
、
一
九
九
一
年
。『
大
田
区
史
』
中
、

一
九
九
二
年
、
一
六
三
頁
）。
こ
れ
に
よ
り
、
同
論
文
①
に
は
部
分
的
に
再
検
討

す
べ
き
箇
所
が
発
生
し
て
い
る
。

（
５
）	

鈴
木
長
常
（
一
六
二
三
～
一
六
九
六
）
は
、
元
和
九
年
生
、
寛
永
十
二
年
家
督
、

天
和
三
年
病
気
退
職
、
元
禄
九
年
七
十
四
歳
で
没
。
そ
の
子
長
頼
（
一
六
五
五
～

一
七
〇
五
）
は
、
明
暦
元
年
生
、
寛
文
十
一
年
将
軍
家
綱
に
拝
謁
、
貞
享
三
年
家

を
継
ぎ
、元
禄
十
一
年
に
名
を
修
理
と
改
め
、宝
永
二
年
五
十
一
歳
で
急
逝
。（『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
巻
一
二
七
一
、
保
田
晴
男
「
鈴
木
修
理
日
記
解
説
」
後
掲
同
書

翻
刻
版
な
ど
に
よ
る
）。

（
６
）	

近
世
の
写
本
は
東
京
都
立
中
央
図
書
館
東
京
誌
料
蔵
。
翻
刻
版
は
、『
近
世
庶
民

生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成
第
三
巻
～
第
六
巻　

鈴
木
修
理
日
記
一
～
四
』
三
一
書

房
、
一
九
九
七
～
一
九
九
八
年
）。「
修
理
日
記
」
巻
一
は
、
寛
文
十
年
九
月
か
ら

記
載
が
始
ま
る
。
ま
ず
父
の
長
常
が
巻
一
を
記
し
、
巻
二
（
延
宝
二
年
）
か
ら
巻

拾
二
（
同
七
年
）
は
父
と
倅
長
兵
衛
（
長
頼
）
が
交
互
に
筆
を
と
っ
て
い
る
。
以

下
、「
修
理
日
記
」
を
基
本
史
料
と
し
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
同
日
条
を
典
拠
と

す
る
。

（
７
）	

初
期
に
は
作
事
方
が
新
規
大
規
模
工
事
、
小
普
請
方
は
小
規
模
修
理
工
事
専
門
で

あ
っ
た
が
、
初
期
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
終
息
し
修
理
工
事
が
増
加
す
る
に
伴
い
、

小
普
請
方
が
作
事
方
に
比
肩
し
凌
駕
し
て
い
く
（
前
掲
註
２
『
新
建
築
学
大
系
２　

日
本
建
築
史
』、
三
五
九
頁
）。

（
８
）	

木
原
重
弘
は
明
暦
三
年
五
月
に
父
の
遺
跡
を
継
ぎ
、
万
治
元
年
十
一
月
に
跡
役
大

工
頭
を
命
じ
ら
れ
る（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』巻
一
五
〇
〇
。「
木
原
鈴
木
系
図
」『
大

田
区
史
（
資
料
編
）
諸
家
文
書
５
』
大
田
区
、
一
九
九
五
年
、
二
〇
頁
）。
鈴
木

長
常
の
大
工
頭
就
任
年
は
未
詳
。

（
９
）	

村
井
益
男
『
江
戸
城
─
将
軍
家
の
生
活
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年
）。
深
井

雅
海
①「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥
」（
上
） （
中
） （
下
）『
徳

川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
27
～
29
（
一
九
九
三
～
一
九
九
五
年
）、
②
「
将

軍
の
住
ま
い
─
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
構
造
と
機
能
」（『
岩
波
講
座　

天
皇
と
王
権

を
考
え
る
』
９　

生
活
世
界
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
10
）	

小
粥
祐
子
『
江
戸
城
の
イ
ン
テ
リ
ア
─
本
丸
御
殿
を
歩
く
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
五
年
、
二
四
頁
）。

（
11
）	「
江
戸
幕
府
日
記
」
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
柳
営
日
次
記
』、
お
よ
び

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
年
録
』
を
使
用
し
た
。
寛
文
七
年
三
月
二
十
二
日
の
大
工

頭
・
被
官
等
の
人
名
は
、『
柳
営
日
次
記
』（
内
閣
文
庫
１
６
４
─
０
０
０
１
、
冊

次
25
）
に
よ
る
。

（
12
）	「
被
官
大
工
」
は
、
世
襲
で
家
康
以
来
の
譜
代
で
勤
め
、
工
事
場
所
の
見
分
、
図

面
類
の
取
り
調
べ
、
諸
職
人
の
監
督
を
行
う
者
で
あ
る
。（
日
本
学
士
院
編
『
明

治
前
日
本
建
築
技
術
史
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
一
年
、
九
二
頁
。
拙
著
『
江

戸
・
日
光
の
建
築
職
人
集
団
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
二
九
〇
頁
）。

（
13
）	
前
掲
註
９
深
井
論
文
②
、
四
〇
頁
。

（
14
）	
御
手
大
工
は
、
将
軍
家
の
身
の
回
り
の
日
常
的
な
小
修
理
に
あ
た
る
大
工
で
あ
る

（
前
掲
註
12
拙
著
、
二
九
五
頁
）。

（
15
）	「
修
理
日
記
」
巻
六
、
延
宝
四
年
六
月
十
五
日
、
二
十
日
。

（
16
）	

前
掲
註
９
深
井
論
文
①（
上
）、『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』27
、一
八
頁
）。
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（
17
）	「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
巻
二
十
六
、
寛
文
三
年
八
月
十
九
日
。

（
18
）	
前
掲
註
12
拙
著
、
二
九
二
頁
）。

（
19
）	
晩
に
将
棋
、日
待
で
訪
れ
る（「
修
理
日
記
」巻
二
、延
宝
二
年
十
二
月
二
十
八
日
。

同
巻
十
、
同
六
年
九
月
二
十
七
日
）。
張
付
師
は
、
張
付
壁
を
作
る
者
で
あ
る
（
前

掲
註
２
西
著
書
①
、
一
一
七
頁
）。

（
20
）	「
御
守
殿
」
と
い
う
名
称
は
、
も
と
も
と
、
将
軍
家
の
大
奥
に
建
て
ら
れ
た
御
台

所
の
住
ま
う
御
殿
を
示
し
て
い
た
（
前
掲
註
10
小
粥
著
書
、
一
七
八
頁
）。
な
お
、

守
殿
は
武
家
建
築
の
主
殿
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
（
村
井
益
男
「
御
守
殿
」
の
項
、

『
国
史
大
辞
典
』）。

（
21
）	「
修
理
日
記
」
巻
八
（
長
常
筆
）、
お
よ
び
巻
九
（
長
頼
筆
）
に
よ
る
。

（
22
）	「
相
之
御
殿
」
は
寛
文
七
年
三
月
二
十
二
日
竣
工
（
前
掲
〔
表
〕）、
同
七
年
に
「
継

足
庇
」、
同
九
年
に
「
継
足
御
家
」
が
行
わ
れ
、
延
宝
八
年
八
月
に
取
壊
し
新
規

御
殿
建
造
を
決
定（「
修
理
日
記
」巻
八
、延
宝
五
年
閏
十
二
月
十
六
日
。巻
拾
三
、

同
八
年
八
月
十
七
日
）。
つ
ま
り
、
大
奥
に
十
三
年
存
在
し
た
御
殿
で
あ
る
が
、

建
物
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、「
修
理
日
記
」
翻
刻
版
の
巻
九
延
宝
五
年

五
月
十
四
日
条
に
は
「
御
台
様
ゟ
御
化
粧
之
間
・
御
寝
之
間
御
風
呂
屋
取
壊
」
と

あ
る
が
、
写
本
で
「
ゟ
」
の
字
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
23
）	

享
保
三
年
五
月
二
十
五
日
、
江
戸
城
内
お
よ
び
城
外
に
お
い
て
作
事
方
・
小
普
請

方
の
担
当
箇
所
が
そ
れ
ぞ
れ
五
十
二
・
五
十
三
ヶ
所
に
規
定
さ
れ
た（「
憲
教
類
典
」

五
之
二
十
四
、『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
四
十
三
、
憲
教
類
典
㈦
』
五
四
一
頁
。

『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
二
、五
九
二
頁
）。

（
24
）	「
徳
川
幕
府
家
譜
」
乾
（『
徳
川
諸
家
系
譜
』
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
七
〇
年
、
四
八
頁
）。
前
掲
註
22
の
「
御
台
様
」
は
、
今
は
生
存
し
な
い
高

巌
院
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）	「
修
理
日
記
」
巻
八
（
延
宝
五
年
七
月
九
日
）、　

巻
九
（
延
宝
五
年
八
月
五
日
）。

（
26
）	

高
柳
金
芳
『
徳
川
妻
妾
記
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
六
頁
）。
懐
妊
を
裏

付
け
る
記
録
と
し
て
享
保
四
年
序
「
東
都
紀
行
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
辻
雪
洞
著
「
東

都
紀
行　

上
之
上
」『
新
燕
石
十
種
』
三
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、

二
二
〇
頁
）。

（
27
）	「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」巻
五
十
七
、延
宝
六
年
十
月
九
日
。「
幕
府
祚
胤
伝
」五（『
徳

川
諸
家
系
譜
』
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
、
九
四
頁
）。
酒
井
忠

誉
は
大
老
酒
井
忠
清
の
子
、
忠
明
で
あ
る
（
福
田
千
鶴
『
酒
井
忠
清
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
一
頁
）。

（
28
）	「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
巻
三
十
四
、
寛
文
七
年
六
月
二
十
五
日
。
前
掲
註
27
「
幕

府
祚
胤
伝
」、
九
四
頁
（
た
だ
し
「
六
月
廿
八
日
、
死
」
と
す
る
）。

（
29
）	「
修
理
日
記
」
巻
拾
（
長
頼
筆
）
お
よ
び
巻
拾
一
（
長
常
筆
）
に
よ
る
。

（
30
）	

被
官
の
人
名
は
、『
年
録
［
78
］』、
お
よ
び
筆
者
が
「
修
理
日
記
」
を
通
読
し
て

判
明
し
た
姓
名
に
よ
り
補
記
し
た
。

（
31
）	「
修
理
日
記
」
巻
拾
三
（
長
頼
筆
）
延
宝
八
年
五
月
～
七
月
。

（
32
）	「
修
理
日
記
」
巻
八
（
長
常
筆
）
延
宝
五
年
閏
十
二
月
十
六
日
。

（
33
）	

破
損
方
は
、
小
普
請
方
で
あ
る
。
小
普
請
奉
行
は
始
め
小
普
請
奉
行
組
頭
又
は
破

損
奉
行
総
頭
と
い
ひ
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
小
普
請
奉
行
と
改
称
す
（
松

平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』（
武
家
制
度
研
究
会
、
一
九
一
九
年
、

一
〇
六
三
頁
）。

（
34
）	

延
宝
三
年
閏
四
月
二
十
三
日
、
禁
中
御
用
で
京
都
派
遣
の
御
被
官
役
仰
付
（「
修

理
日
記
」
巻
五
）。
延
宝
四
年
六
月
十
日
、
伝
通
院
で
の
本
理
院
（
家
光
室
）
三

回
忌
の
法
事
で
白
銀
五
枚
を
頂
戴
（「
修
理
日
記
」
巻
六
）、
同
六
年
十
月
二
十
日

に
は
材
木
蔵
の
見
分
を
し
て
い
る
（「
修
理
日
記
」
巻
拾
壱
）。

（
35
）	

①
作
事
方
棟
梁
嘆
願
書
（『
寛
永
以
来
御
作
事
奉
行
御
大
工
頭
代
々
録
』
三
「
御

作
事
方
定
小
屋
開
始
幷
町
棟
梁
由
緒
書
」
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。
②
享
保
六
年

の
「
公
儀
御
作
事
御
普
請
方
御
役
人
附
覚
書
帳
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世

史
料
館
蔵
）
小
普
請
方
の
常
棟
梁
の
項
に
、「
勤
方
之
儀
は
御
普
請
之
節
先
達
而

致
見
分
、
絵
図
・
指
図
・
御
入
用
積
仕
立
、
三
七
郎
殿
支
配
之
御
被
官
之
指
図
を

請
相
勤
」
と
あ
る
。
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（
36
）	「
御
作
事
方
永
代
帳
」
二
（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
、『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇

三
十
六
、七
一
六
頁
）。

（
37
）	

西
和
夫
氏
は
、
江
戸
城
関
係
の
担
当
者
が
明
ら
か
な
工
事
例
を
調
べ
、
寛
文
期
に

両
役
所
の
担
当
が
拮
抗
し
、
延
宝
期
に
入
る
と
工
事
件
数
で
み
る
限
り
小
普
請
方

は
作
事
方
を
完
全
に
圧
倒
す
る
と
述
べ
た
（
前
掲
註
２
西
著
書
①
、
六
七
頁
、
巻

末
資
料
─
２
作
事･

小
普
請
両
役
所
の
工
事
担
当
比
較
）。
こ
の
こ
と
が
建
築
史
に

お
け
る
通
説
と
な
っ
て
い
る
（
前
掲
註
2
『
新
建
築
学
大
系
２　

日
本
建
築
史
』、

三
五
九
頁
）。
し
か
し
、
落
成
後
の
行
賞
で
小
普
請
奉
行
の
名
が
あ
る
こ
と
の
み

で
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
作
事
方
の
大
工
頭
・
被
官
が
受
賞
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
、
作
事
方
の
存
在
意
義
を
重
視
し
た
い
。

（
38
）	

高
橋
康
夫
ほ
か
編
『
図
集
日
本
都
市
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、

一
九
五
頁
）。

（
39
）	

岡
田
将
監
は
金
五
枚
・
時
服
三
・
羽
折
、
被
官
内
藤
と
石
屋
三
人
は
銀
拾
枚
を
頂

戴
し
た
（『
年
録
［
70
］』
延
宝
四
年
十
二
月
二
十
五
日
）。
た
だ
し
、『
年
録
』
に

「
内
藤
甚
右
衛
門
」
と
あ
る
が
、「
修
理
日
記
」
巻
六
同
日
条
は
「
甚
兵
」
と
記
す
。

金
杉
御
堀
の
事
故
や
棟
梁
訴
訟
を
連
絡
す
る
の
は
内
藤
甚
兵
衛
で
あ
る
（「
修
理

日
記
」
巻
五
、
延
宝
三
年
六
月
二
日
。
巻
七
、
同
四
年
三
月
二
十
七
日
な
ど
）。

（
40
）	

有
馬
中
務
前
の
南
の
堀
端
が
長
さ
三
〇
間
余
沈
ん
だ
。
延
宝
七
年
序
の
「
江
戸
方

角
安
見
図
」
乾
巻
の
芝
㈠
に
よ
る
と
同
所
は
「
麻
布
ノ
新
ほ
り
」
の
南
に
接
す
る

（『
江
戸
方
角
安
見
図
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
、
二
一
頁
）。

（
41
）	「
玉
滴
隠
見
」
巻
第
二
十
七
（
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
四
十
四
『
談
海
・
玉
滴

隠
見
』、
汲
古
書
院
一
九
八
五
年
、
五
九
四
頁
）。

（
42
）	「
竹
橋
余
筆
別
集
」
巻
一
（
村
上
直
校
訂
『
竹
橋
余
筆
別
集
』
近
藤
出
版
社
、

一
九
八
五
年
、
一
二
頁
）。

（
43
）	

丁
場
は
、
土
木
・
建
築
工
事
の
工
事
区
域
（
中
村
達
太
郎
『
日
本
建
築
辞
彙
』〔
新

訂
〕
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
八
頁
）。

（
44
）	「
敷
」
は
底
に
同
じ
（
前
掲
註
43
『
日
本
建
築
辞
彙
』、
一
七
四
頁
）。

（
45
）	「
芝
町
方
書
上
」
四
、
芝
浜
松
町
四
丁
目
、
芝
土
手
跡
町
、
芝
新
網
町
。「
芝
町
方

書
上
」
六
、
芝
金
杉
通
一
丁
目
（『
文
政
の
ま
ち
の
よ
う
す　

江
戸
町
方
書
上
㈠
』

芝
編
上
巻
、
港
区
立
み
な
と
図
書
館
、
一
九
九
三
年
）。「
飯
倉
町
方
書
上
」、
飯

倉
町
五
丁
目
（『
同　

㈢
』
麻
布
編
、
同
館
、
一
九
九
五
年
）。

（
46
）	

堀
越
正
雄
『
水
道
の
文
化
史
』（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、

一
六
、三
三
、三
八
頁
）。

（
47
）	

寛
政
三
年
成
立
の
「
上
水
記
」（
石
野
広
通
編
纂
、
東
京
都
公
文
書
館
ほ
か
蔵
）

に
「
ふ
た
を
あ
け
て
水
勢
を
常
に
考
ふ
」
と
記
さ
れ
る
（
伊
藤
好
一
『
江
戸
上
水

道
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
四
三
、五
〇
頁
）。

（
48
）	

前
掲
註
43
『
日
本
建
築
辞
彙
』、
四
〇
四
頁
。

（
49
）	

上
水
幹
線
と
堀
や
大
下
水
に
交
わ
る
場
所
や
地
形
的
な
結
節
点
で
、
排
水
用
の
吐

口
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
後
藤
宏
樹
「
江
戸
の
上
下
水
と
堀
」『
江
戸
の
上
水
道

と
下
水
道
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
十
四
頁
）。

（
50
）	「
修
理
日
記
」
巻
六
、
延
宝
四
年
四
月
二
日
。

（
51
）	

土
木
学
会
編
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、
一
三
八
五

頁
。

（
52
）	「
修
理
日
記
」
巻
六
お
よ
び
巻
七
、
延
宝
四
年
十
一
月
十
三
日
。
写
本
を
確
認
し
、

翻
刻
版
（
一
九
七
、二
四
一
頁
）
で
不
明
の
文
字
を
訂
正
し
た
。

（
53
）	

目
付
方
が
水
道
に
関
わ
る
例
と
し
て
、
寛
文
十
年
の
玉
川
上
水
の
水
路
拡
張
工
事

に
歩
行
目
付
二
人
を
奉
行
と
し
た
こ
と
、
延
宝
三
年
の
玉
川
水
道
見
分
に
歩
行
目

付
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
（「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
巻
四
十
、
寛
文
十
年

五
月
二
十
五
日
。
同
巻
五
十
一
、
延
宝
三
年
七
月
四
日
）。

（
54
）	
前
掲
註
12
拙
著
、
三
九
六
頁
。


